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【質疑の対象】
　実施要領 2(4)　仕様書 4(4)・別添1

【質疑内容】
　提案上限額6,622,000円（消費税及び地方
消費税を含む）について、別添1「四万十市
プロモーション活動推進事業」に係るイン
フルエンサーへの補助金（来市・滞在等に
要する費用）は当該上限額に含まれるので
しょうか。

　いいえ、インフルエンサーへの補助金につい
ては四万十市から申請者（インフルエンサー本
人）に直接補助しますので、本プロポーザルに
おける提案上限額には含みません。

【質疑の対象】
　仕様書3(3)・4(3)

【質疑内容】
　各種研修等の開催
　情報発信力強化のための研修・勉強会等
について、市が想定する開催回数・規模・
対象人数・実施時期の目安があればご教示
ください。また、対面での開催を希望する
場合、会場費・講師等の交通費その他の実
費は、提案金額（見積額）に含めて計上す
るという理解でよろしいでしょうか。

①開催回数等
　対面開催について、令和９年の１～３月の間
に１回、四万十市役所にて開催を希望します
（可能であれば対面）。対象人数は20～30人を
想定しています。
②費用等
　お見込みのとおり、講師の交通費等の実費は
今回の提案額に含んで計上してください。ただ
し、会場費については発生しない見込み（本市
にて会場を手配予定）であるため、計上は不要
です。

上記案件において、以下のとおり質疑がありましたので回答します。

番号 質疑内容 回答

【質疑の対象】
　実施要領11(2)エ　出席者

【質疑内容】
（二次審査）
　二次審査のプレゼンテーション及びヒア
リングについて、四万十市役所庁舎内会議
室での対面実施が必須であり、オンライン
による参加は一切認められないという理解
でよろしいでしょうか。

　ご認識のとおり、プレゼンテーションについ
ては四万十市役所庁内会議室での対面による実
施を必須とします。
　ただし、天災等の理由によりやむをえずオン
ライン参加に変更する場合を除きます。

公 告 日 　令和８年６月24日

業 務 名 四万十市情報発信力強化支援業務

回　答　書

令和　８年　７月　３日
各 社 代 表 者 　様

四万十市長　山下　元一郎

( 公 印 省 略 )


